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プールプールプールプール学院大学短期大学部学則学院大学短期大学部学則学院大学短期大学部学則学院大学短期大学部学則  
 
 
        第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則 
（目的）  
第１条 プール学院大学短期大学部（以下「本学」という。）はキリスト教の愛と奉仕の精神に

基づいた神への畏敬と人間の尊厳を理念とし，一般教育ならびに専門の学術に関する理論と，そ

の応用能力を深め，かつ適切な職業教育を行うことにより，グローバルな視野と豊かな教養を身

につけた世界の市民として，地域社会に貢献する人材を育成し，広く社会の発展に寄与すること

を目的とする。本学は秘書科及び幼児教育保育学科からなる。  
２ 秘書科は，秘書的素養を涵養し，それに関わる教育と研究を通じて，社会の多様な要請に対

応できる秘書をはじめとした幅広い職業分野で貢献できる人材を育成することを目的とする。 
３ 幼児教育保育学科は，他者を思いやり，自然を慈しむことのできる豊かな人間性に基づき，

乳幼児の養護，教育および子育ての諸課題の教育と研究を通じて，それらに柔軟に対応できる専

門性と実践能力を身につけた人材を育成すること目的とする。  
 
（教育内容等の改善）  
第１条の２ 本学は，授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け，研修及び研究を実施 

する。  
２ 前項の組織については，別に定める。  
 
（自己評価等）  
第２条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，前条の目的及び社会的使命を達成するため，

本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するもの

とする。  
２ 第１項の点検及び評価の結果について，本学職員以外の者による検証を行うものとする。３

 第１項の点検及び評価の項目並びにその実施体制については，別に定める。  
 
 
        第第第第２２２２章章章章    学科学科学科学科，，，，学生定員及学生定員及学生定員及学生定員及びびびび修業年限修業年限修業年限修業年限  
（学科及び学生定員）  
第３条 本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。  
 
      学   科       秘 書 科        幼児教育保育学科  
            入学定員        ８０名             ９０名 
            収容定員             １６０名           １８０名 
 
（修業年限及び在学年限） 
第４条 本学の修業年限は２年とする。  
２ 学生は４年を超えて在学することはできない。  
３ 前項の規定にかかわらず，２年を超える一定期間にわたって授業科目を履修することを意図

して入学する長期履修学生については，４年を超えて在学することができる。  
４ 長期履修学生について必要な事項は，別に定める。  
 
 
        第第第第３３３３章章章章    学年学年学年学年，，，，学期及学期及学期及学期及びびびび休業日休業日休業日休業日 
（学年）  
第５条 学年は４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。  
 
（学期）  
第６条 学年を２学期に分け，第１学期及び第２学期とする。  
 

（休業日）  
第７条 休業日は次のとおりとする。  
    日曜日  
        国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日  



          本学院創立記念日    ６月２日  
        春季休業日       ３月１１日から３月３１日まで  
        夏季休業日       ８月１日から第１学期終了日まで 
        冬季休業日       １２月２１日から１月１０日まで 
２ 必要がある場合，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。  
３ 第１項に定めるもののほか，学長は臨時の休業日を定めることができる。  
 
 
        第第第第４４４４章章章章    入学入学入学入学，，，，退学及退学及退学及退学及びびびび休学休学休学休学 
 （入学の時期）  
第８条 入学の時期は学年の始めとする。  
 
 （入学資格）  
第９条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する女子に限る。  
 (1) 高等学校を卒業した者 
 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者  
 (3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定した者  
 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者  
 (5) 文部科学大臣の指定した者  
 (6) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程

度認定試験に合格した者。ただし，廃止前の大学入学資格検定規定（昭和２６年文部省令第１３

号）により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者を含む。 
 (7) その他本学において，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者。  
 
（入学の出願）  
第１０条 本学に入学を志願する者は，本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければな

らない。提出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。 
 
（入学者の選考）  
第１１条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより選考を行う。  
 
（入学手続き及び入学許可）  
第１２条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに，誓約書その他

本学所定の書類を提出するとともに，所定の入学金を納付しなければならない。  

２ 前項の入学手続を完了した者に対し，学長が教授会の意見を聴き入学を許可する。  

 
（再入学，転入学）  
第１３条 本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは，欠員のある場合に限り，選考の

上，学長は教授会の意見を聴き，相当年次に入学を許可することができる。  
２ 前項の規定により入学を許可された者の，既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに

在学すべき年数については，教授会の議を経て学長が決定する。  

 
（転学科）  
第１３条の２ 本学に在学する者で，転学科を志願する者があるときは，選考の上，学長は教 

授会の意見を聴き学期の始めに限り転学科を許可することがある。  
２ 転学科に関する必要事項は，別に定める。 
 
 
（退学）  
第１４条 退学しようとする者は，保証人連署の上，理由を具して退学願を提出し，学長の許可

を受けなければならない。 
 



（休学）  
第１５条 疾病その他やむを得ない事情により３か月以上修学することのできない者は，休学を

願い出ることができる。その場合保証人連署の上，理由を具して休学願を提出し，学長の許可を

得なければならない。  
２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずること

ができる。  
 
（休学の期間）  
第１６条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし特別の事由があると学長が認めた

者には，その願い出により休学の期間の延長を許可することができる。 
２ 休学の期間は通算して２年を超えることができない。  
３ 休学の期間は第４条第２項の在学年限に算入しない。  

 
（復学）  
第１７条 休学期間中にその理由が消滅した場合は，学長の許可を得て復学することができる。 
 
（留学）  
第１８条 外国の大学又は短期大学等で学習することを志願する者は，学長の許可を得て留学す

ることができる。  
２ 前項の許可を得て留学した期間は第２５条に定める期間に含めることができる。  
 
（除籍）  
第１９条 次の各号の一に該当する者は，学長が除籍する。  
 
  (1) 本学において，修学する意志がないと認められる者  
 (2) 学費等を指定された期限までに納入しない者 
 (3) 第４条第２項に定める在学年限を超えた者 
 (4) 第１６条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 
 (5) 長期にわたり行方不明の者  
  (6) 第３９条に定める外国人留学生で，「留学」の在留資格を失った者  
 （7) 死亡した者  
 
 
        第第第第５５５５章章章章    教育課程及教育課程及教育課程及教育課程及びびびび履修方法等履修方法等履修方法等履修方法等 
 （教育課程及び授業科目） 
第２０条 本学の教育課程は，秘書科は別表第１，幼児教育保育学科は別表第２のとおりとする。 
２ 授業科目の履修方法等については，別に定める。  
３ 第一項に定める授業科目区分の，履修要件単位を超えて履修する科目を，自由選択科目とい

う。 
 
第２０条の２ 教育上有益と認めるときは，前条の別表に加えて，本学他学科の科目を自由選択

科目として履修することができる。  
２ 他学科科目の履修方法等については，別に定める。  
 
（単位の計算方法）  
第２１条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な

学修等を考慮して，次の基準により計算するものとする。  
 (1) 講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授業科目 

  については，３０時間の授業をもって１単位とする。  
 (2) 演習については，３０時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授業科目に

ついては，１５時間の授業をもって１単位とする。  
 (3) 実習及び実技については，４５時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授

業科目については，３０時間又は４０時間の授業をもって１単位とする。  
 
（単位の授与）  



第２２条 授業科目を履修し，試験等により合格と評価された者には，所定の単位を与える。 
２ 試験に関する必要事項は，別に定める。  
 
（成績評価）                   
第２３条 授業科目の成績の評価は，Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階とし，Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格

とする。  
２ 前項の規定にかかわらず，学長が教授会の意見を聴き特に認める授業科目については，合格

又は不合格をもって評価することができる。  
３ 第１項の成績評価に関する必要事項は，別に定める。  
 
 
        第第第第６６６６章章章章    卒業等卒業等卒業等卒業等  
（卒業の要件）  
第２４条 本学を卒業するためには，学生は２年以上在学し，別に定めるところにより次の授業

科目を履修し，６２単位以上を修得しなければならない。  
 

      秘 書 科 
（授業科目の区分）  （単位）  
 基礎教育科目       ８単位  
 生涯学習基礎科目    ５単位  
 専門教育科目    ４２単位  
 自由選択科目     ７単位  

     幼児教育保育学科  
  （授業科目の区分）    （単位） 
   基礎教育科目        ９単位 
   専門教育科目      ３２単位 
    自由選択科目         ２１単位 
           計        ６２単位 

     計     ６２単位 

 
  （卒業） 
第２５条 本学に２年以上在学し，本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については，

学長が教授会の意見を聴き卒業を認定する。  
２ 学長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。  
 
 （学位）  
第２６条  本学を卒業した者には，次のとおり短期大学士の学位を授与する。  
 

秘書科        短期大学士（秘書）  
幼児教育保育学科   短期大学士（保育学） 

 
（教育職員免許状）  
第２７条 幼児教育保育学科において，教育職員免許状を得ようとする者は，第２４条の規定の

ほか，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び同法施行規則（昭和２９年文部省令第

２６号）に定める所定の単位を修得しなければならない。  
２ 幼児教育保育学科において取得できる免許状の種類は，次のとおりとする。  
 
         幼児教育保育学科   幼稚園教諭二種免許状  
 
（資格の取得）  
第２８条 秘書科において，次の各号の資格を得ようとする者は，全国大学実務教育協会が各々

について定める科目を履修し，単位を修得しなければならない。  
(1) 上級秘書士Ⓝ，上級秘書士Ⓝ（国際秘書），上級秘書士Ⓝ（メディカル秘書）   

 (2) 情報処理士Ⓝ                                                         

 (3) プレゼンテーション実務士                                               

 (4) 上級情報処理士Ⓝ                                                       

   

 
２ 幼児教育保育学科において，保育士資格証明書を取得しようとする者は，第２４条の規定の

ほか，児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）に定める所定の単位を修得しなけれ

ばならない。  



３ 幼児教育保育学科において，社会福祉主事任用資格を得ようとする者は，社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）に定める所定の単位を修得しなければならない。 
 
（他の短期大学又は大学等における授業科目の履修等）  
第２９条 本学は，教育上有益と認めるときは，他の短期大学又は大学との協議に基づき学生が

当該短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を３０単位を超えない

範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。  
２ 前項の規定は，学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。ただし，この場

合，本学において修得したものとみなす単位は，１５単位を上限とする。  
３ 前２項の実施に関する必要事項については，別に定める。  
 
（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）  
第３０条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし単

位を与えることができる。 
２ 前項の規定により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。  
３ 前２項の実施に関する必要事項については，別に定める。  
 
 （入学前の既修得単位等の認定）  
第３１条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学前に短期大学又は大学におい

て履修した単位を，入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。  
２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学における授業科目の履修とみ

なし単位を与えることができる。  
３ 前２項により修得したものとみなし又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を除

き，本学において修得した単位以外のものについては，第２９条第１項及び前条第１項により本

学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。この場合に

おいて，第２９条第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは，４

５単位を超えないものとする。  
４ 前３項の実施に関する必要事項は，別に定める。  
 
 
        第第第第７７７７章章章章    学費等学費等学費等学費等についてについてについてについて 
（学費等）  
第３２条 本学の入学検定料及び学費の額は別表第３のとおりとする。 
２ 学費等の納入時期，納入方法等必要な事項は，別に定める。  
 
 
        第第第第８８８８章章章章    教職員組織教職員組織教職員組織教職員組織 
（教職員組織）  
第３３条 本学に学長，副学長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員，司書その他必要

な教職員を置く。  
 
 
        第第第第９９９９章章章章    教授会教授会教授会教授会  
（教授会）  
第３４条 本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。  
 
（教授会の構成）  
第３５条 教授会は学長，副学長及び専任の教授をもって組織する。 
２ 前項の規定にかかわらず，学長が必要と認めた時は，専任の准教授，講師，助教，助手，事

務局長を加えることができる。  
 
（その他）  
第３６条 本章に定めるもののほか，教授会に関する必要事項は別に定める。  



        第第第第１０１０１０１０章章章章    科目等履修生科目等履修生科目等履修生科目等履修生，，，，特別聴講学生特別聴講学生特別聴講学生特別聴講学生，，，，委託生及委託生及委託生及委託生及びびびび外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生 
（科目等履修生）  
第３７条 本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは，選考の上，学長は教

授会の意見を聴き，科目等履修生として入学を許可することができる。 
２ 科目等履修生に関する必要事項は別に定める。  
 
（特別聴講学生）  
第３８条 他の短期大学又は大学の学生で，本学において授業科目を履修することを志願する者

があるときは，当該短期大学又は大学との協議に基づき，学長は教授会の意見を聴き特別聴講学

生として入学を許可することができる。  
２ 特別聴講学生に関する必要事項は，別に定める。  
 
（委託生，外国人留学生） 
第３９条 委託生として本学での学習を志願する者があるときは，学長は教授会の意見を聴き，

これを許可することができる。  
２ 外国人で短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し，本学での学習を志願する者

があるときは，別に定めるところにより，選考の上，学長は教授会の意見を聴き，入学又は履修

を許可することができる。 
３ 委託生，外国人留学生について必要事項は別に定める。  
 
 
        第第第第１１１１１１１１章章章章    賞罰賞罰賞罰賞罰  
（表彰）  
第４０条 学生として表彰に値する行為があった者は，教授会の議を経て学長が表彰する。 
 
（懲戒）  
第４１条 本学の規則に反し，又は学生としての本分に反する行為をした者は，学長が教授会の

意見を聴き，懲戒する。 
２ 前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。  
３ 前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。  
 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者  
 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者  
 (3)正当の理由がなくて出席常でない者  
 (4)本校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者  
 
   附 則                                                                        
  本学則は，１９７２（昭和４７）年４月１日より実施する。                            
  （中略）                                                                           
 
 附  則                                                                       
１ この学則は，２０１２（平成２４）年４月１日から施行する。ただし，２０１１（平成２３）

年度以前の入学者については旧学則を適用する。 
２ ２０１１(平成２３)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判断

するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。  
 
附  則                                                                       
１ この学則は，２０１３（平成２５）年４月１日から施行する。ただし，２０１２（平成２４）

年度以前の入学者については旧学則を適用する。 
２ ２０１２(平成２４)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判断

するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。  
 
 
 
附  則                                                                       
１ この学則は，２０１４（平成２６）年４月１日から施行する。ただし，２０１３（平成２５）

年度以前の入学者については旧学則を適用する。 



２ ２０１３(平成２５)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判断

するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。  
３ 
 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず２０１４（平成２６）年度は次のとお

りとする。  
 

     年  
学      度  
   科  

2014(平成26)年度  

秘書科  

幼児教育保育学科  

入学定員  収容定員  
 １００     ２２０  
   ７０   １４０  

 
 
附  則                                                                       
１ この学則は，２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。ただし，２０１４（平成２６）

年度以前の入学者には第２０条については旧学則を適用する。  
２ 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず２０１５（平成２７）年度は次のと

おりとする。  
 
 

     年  
学      度  
   科  

2015(平成27)年度  

秘書科  

幼児教育保育学科  

入学定員  収容定員  
  ８０     １８０  
   ９０   １６０  

 
附  則                                                                       
１ この学則は，２０１５（平成２７）年６月１日から施行する。  
 
附則 

１ この学則は，２０１６（平成２８）年４月１日から施行する。ただし，２０１５（平成２７）年度以前の入

学者については旧学則を適用する。 

 



 別表第１                                                                           

 

 １ 基礎教育科目（８単位以上）                                                         
 

 

授 業 科 目 
授業 

形態 

単位数  

配当年次 

 

備        考  必修  選択 

 基礎ゼミナール 演習 ２    １  

 キャリアゼミナール 演習 １    １ 

 キャリア形成１ 演習 １    １ 

 キャリア形成２ 演習 １    １ 

 日本語表現演習 演習 １    １ 

 情報処理演習１ 演習 １    １ 

 情報処理演習２ 演習 １    １ 

 ワープロ演習 演習  １   １ 
  
 ２  生涯学習基礎科目（５単位以上）                                                                              
 

 

授 業 科 目 
授業 

形態 

単位数  

配当年次 

 

備        考 必修 選択 

 キリスト教人間学 講義 ２    １  

 気象と生活 講義  ２     ２ 

 ジェンダー論 講義  ２     ２ 

 生活と法律 講義  ２     ２ 

 日本の文学 講義  ２     ２ 

 社会心理学 講義  ２   １・２ 

 堺の文化 講義  ２   １・２ 

 社会学 講義  ２     ２ 

 国際理解 講義  ２   １・２ 

 産業論 講義  ２     ２ 

 スポーツ実技 実技  １   １・２   
  
３ 専門教育科目（４２単位以上） 

 
 

授 業 科 目 

授業 

形態 

単位数  

配当年次 

 

備        考 必修 選択 

 必修科目（２１単位） 

 秘書学概論１ 講義 ２    １  

 秘書学概論２ 講義 ２    １ 

 秘書実務１ 演習 １    １ 

 秘書実務２ 演習 １    １ 

 秘書実務演習１ 演習 １        ２ 

 秘書実務演習２ 演習 １        ２ 

 文書実務１ 演習 １    １ 

 文書実務２ 演習 １    １ 

 英語１ 演習 １    １ 

 英語２ 演習 １    １ 

 Living English 演習 １    １ 

 日本語表現法 講義 ２    １ 

 情報処理概論 講義 ２    １ 

 人間関係論 講義 ２    １ 

 企業と経営 講義 ２    １ 

 選択必修科目（３単位以上） 

 卒業研究 演習  ３     ２  

 卒業演習 演習  １     ２  

 

 
 総合演習１ 演習  １   １ 

 総合演習２ 演習  １  １ 

 総合演習３ 演習  １  １                                                                                           
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授 業 科 目 

授業 

形態 

単位数 
 

配当年次 

 

備        考 必修 選択 

 

コース別科目（３コースを選択して各コース６単位以上） 

 コンピュータ総合 講義  ２    ２  

情報と社会 講義  ２  １ 

情報処理特講 講義  ２    ２ 

コンピュータ活用演習 A 演習  １  １ 

コンピュータ活用演習 B 演習  １    ２ 

メディア論 講義  ２    ２ 

コンピュータ指導技術 演習  ２    ２ 

 プレゼンテーション概論 講義  ２  １ 

プレゼンテーション演習 演習  ２  １ 

情報機器利用ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 演習  ２    ２ 

色彩学 講義  ２  １ 

販売論 講義  ２  １ 

マーケティング 講義  ２    ２ 

 Office English 演習  ２    ２ 

CALL English 演習  １  １・２ 

Business English 演習  ２    ２ 

Speaking Practice 演習  １  １・２ 

TOEIC１ 演習  ２  １ 

TOEIC２ 演習  ２  １ 

Hospitality English 演習  ２    ２ 

 観光実務概論 講義  ２  １  

観光ビジネス論 講義  ２    ２ 

観光と地理 講義  ２    ２ 

エアライン実務演習 演習  １    ２ 

ホテル実務演習 演習  １    ２ 

エアライン・サービス論 講義  ２  １・２ 

 金融と財務 講義  ２    ２  

簿記会計学初級 講義  ２  １ 

簿記実務 講義  ２  １ 

簿記会計学上級 講義  ２    ２ 

税法 講義  ２    ２ 

 医療秘書概論 講義  ２  １  

診療報酬請求事務 講義  ２    ２ 

医療秘書実務 演習  ２    ２ 

薬と医療 講義  ２    ２ 

医学基礎 講義  ２    ２ 

 

 

 

授 業 科 目 

授業 

形態 

単位数  

配当年次 

 

備        考 必修 選択 

 コース共通科目（０単位） 

 インターンシップ 実習  ２   １・２  

  英書講読 演習  １   １・２ 

 海外研修 実習  ２   １・２ 

 中国語１ 演習  １   １ 

 中国語２ 演習  １   １ 

 韓国語 演習  １  １・２ 

 就職支援講座 演習  １   １・２ 

 編入対策講座 演習  １  １ 

 地域実践演習 演習  ２  １・２ 

 



別表第２ 

１ 基礎教育科目（９単位以上） 
 

 

授 業 科 目 

授業 

形態 

 

単位数  

配当年次 

 

備         考 必修 選択 

 基礎ゼミナール１ 演習 １    １  

 基礎ゼミナール２ 演習 １   １ 

 

 キリスト教人間学 講義 ２   １ 

 日本語表現演習 演習  １  １ 

 情報処理演習 演習  １   １  

 人間関係演習 演習  １   １ 

 英語１ 演習  １  １ 

 英語２ 演習  １   １ 

 中国語１ 演習  １   １ 

 中国語２ 演習  １   １ 

 健康学 講義 １    １ 

 スポーツ実技 演習 １   １ 

 日本国憲法 講義  ２ ２ 

 気象と生活 講義  ２ ２ 

 ジェンダー論 講義  ２ ２ 

 日本の文学 講義  ２ ２ 

 社会心理学 講義  ２ １ 

 堺の文化 講義  ２ ２ 

 社会学 講義  ２     ２ 

 国際理解 講義  ２  １ 

 異文化間教育論 講義  ２     ２ 

 道徳教育の理論と実践（小） 講義  ２     ２ 

 コンピュータ活用演習 演習  １ ２ 

海外研修 実習  ２ １・２ 

 

２  専門教育科目（３２単位以上） 

 

授 業 科 目 

授業 

形態 

単位数  

配当年次 

 

備         考 必修 選択 

 キャリアゼミナール 演習 １        ２   

 卒業研究 演習 １       ２ 

 保育原理 講義  ２       ２ 
 教育原理 講義  ２   １ 

 児童家庭福祉 講義  ２     ２ 

 社会福祉 講義  ２   １ 

 相談援助 演習  １   １ 

 社会的養護 講義  ２   １ 

教職論 講義  ２  １ 

教育心理学 講義  ２  １ 

 発達心理学 演習  １   １ 

 子どもの保健１ 講義  ２   １ 

 子どもの保健２ 講義  ２   １ 

 子どもの保健３ 演習  １       ２ 

 子どもの食と栄養 演習  ２       ２ 

 家庭支援論 講義  ２       ２ 

 教育課程総論 講義  ２       ２ 

 保育内容総論 演習  １   １ 

 健康指導法 演習  １   １ 

 人間関係指導法 演習  １   １ 

 環境指導法 演習  １   １ 

 言語指導法 演習  １   １ 

 表現指導法 演習  １   １ 

 乳児保育 演習  ２   １ 

 障がい児保育 演習  ２      ２ 

 社会的養護内容 演習  １   １ 

 保育相談支援 演習  
１     ２ 



  

 

授 業 科 目 

授業 

形態 

単位数 
 

配当年次 

 

備         考 必修 選択 

 音楽表現１ 演習  １   １  

 身体表現 演習  １   １ 

 造形表現 演習  １   １ 

 言語表現 演習  １      ２ 

 保育実習１ 実習  ４   １ 

 保育実習指導１Ａ 演習  １  １ 

 保育実習指導１Ｂ 演習  １   １ 

 保育・教職実践演習（幼稚園） 演習  ２      ２ 

 保育指導論 講義  ２     ２ 

 キリスト教保育 講義  ２   １ 

 乳児保育２ 演習  ２     ２ 

 器楽Ａ 演習  １   １ 

 器楽Ｂ 演習  １   １ 

 器楽Ｃ 演習  １   １・２ 

 器楽Ｄ 演習  １   １・２ 

 音楽表現２ 演習  １   １ 

 ダンス 演習  １     ２ 

 ミュージカル 演習  １ ２ 

 生活園芸１ 演習  １   １ 

 生活園芸２ 演習  １   １ 

 園芸と人間形成 講義  ２   １ 

 保育実習２ 実習  ２     ２ 

 保育実習指導２ 演習  １     ２ 

 保育実習３ 実習  ２     ２ 

 保育実習指導３ 演習  １     ２ 

 基礎情報学 講義  ２   １ 

 国語 講義  ２     ２ 

 生活 講義  ２     ２ 

 教育社会論 講義  ２ ２ 

 教育方法の理論と実践 演習  ２ ２ 

 教育相談 講義  ２ ２ 

 教育実習指導 演習  １ ２      

教育実習 実習  ４ ２ 

 

 

 
別表第３                                                                         
 入学検定料及び学費  
 

  入学検定料 
 ＊但し，センター試験利用選考  

      ３０，０００円 
         １０，０００円 

  入学金      ２５０，０００円 

  授業料       ７８０，０００円 

  施設設備費       ２００，０００円 

  教育充実費       ２００，０００円 
 
 
      


